
 ひまわりクラブ（放課後児童クラブ）制度改正  ロードマップ（予定）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 ★児福法改正 平成27年度 平成28年度
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

国版子ども・子育て会議設置 消費税8％ 消費税10％

国の子ども子育て会議、基準検討部会、放課後児童クラブ専門委員会など

子ども子育て会議設置条例 認定こども園等各種条例制定

平成25年10月４日
新潟市こども未来課

国の動き

反映

資料３

県へ提出
放課後児童クラブ運営基準の提示

市版子ども・子育て会議設置

(仮）新潟市子ども・子育て支援事業計画 事業計画に基づき，順次施設整備

市民ニーズ調査　集計・分析 各種認可・確認事務

○放課後児童クラブ関係

放課後児童クラブあり方の懇談会（方向性検討）

放課後児童健全育成事業のあり方について（管理運営体制，4年生以上，開所時間，指導員定数，施設，利用料金，届出制 等）

（仮）新潟市放課後児童クラブ条例（案）作成   反映 新・条例（案）上程 新・条例（新・運営基準/指導員配置基準，施設基準 等）スタート

新潟市の動き

放課後児童クラブ

検討部会

条例改正

反映

反映

反映

反映

パブコメ

 

   クラブ選定（数カ所）   募集 ４年生以上受入モデル実施 クラブ選定（箇所数未定） 募集 ４年生以上受入モデル実施 （対象児童改正） ４年生以上受け入れ本格スタート

 

ニーズ調査での分析 （利用時間改正） 新・開設時間スタート

（利用料金・減免区分改正） 新・利用料金/減免区分スタート

新年度入会申し込み 新年度入会申し込み 新年度入会申し込み 新年度入会申し込み

民設事業者 事前届出・審査   以降，随時受け付け

既設民設事業者届出 民設事業者指導監査

各種届出
（指導監査）

利用時間

利用料金
減免区分

４年生以上

既設民設事業者届出 民設事業者指導監査

■ 児童福祉法の主な改正点について（放課後児童健全育成事業関連） 【施行】 平成27年1月1日から翌年の4月1日までの間

  ① 対象者 ： 小学校３年生まで  →  小学校６年生まで

  ② 届出制 ： 国，都道府県以外の者が放課後児童健全育成事業を行う場合，事業開始後１カ月以内に市長に届出  →  事業開始前に市長に届出

  ③ 条例化 ： 条例設置の義務なし  →  市町村は，放課後児童健全育成事業の設備及び運営について，条例で基準を定めなければならない

  ④ 指導員 ： 国のガイドラインによる規定（資格要件）のみ  →  従事する者及びその員数については，厚生労働省令で定める基準に従い条例化すること

  ⑤ 設備等 ： 国のガイドラインによる規定（１．６５㎡以上）のみ → 設備，施設については，厚生労働省令で定める基準を参酌し条例化すること

  ⑥ 検査等 ： 規定なし  →  市長村長は放課後児童健全育成事業を行う者に対し，報告を求め，立ち入り，検査ができる

  ⑦ 命令等 ： 規定なし  →  市長村長は，放課後児童健全育成事業を行う者に対し，違反，不当な営利，児童の処遇について不当な行為をした場合は，事業の制限又は停止を命令できる

  ⑧ 促  進  ： 規定なし  →  市町村は，必要に応じ，公有財産の貸付その他必要な措置を積極的に講ずることで，社会福祉法人その他多様な事業者の能力を活用した放課後児童健全育成事業を促進し，供給を効率的かつ効果的に増大させること


